
(証券コード 2773)

平成30年６月11日

株 主 各 位
大阪市北区西天満１丁目２番５号

代表取締役社長 榎 本 　 洋

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第74回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席

くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月25日（月曜日）

午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成30年６月26日（火曜日）午前10時

２．場 所 大阪市北区西天満１丁目２番５号

大阪ＪＡビル　２階　会議室

　（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第74期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件

２．第74期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計

算書類報告の件
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決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案

第３号議案

取締役５名選任の件

監査役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

　事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生

じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mutual.co.jp）

に掲載いたしますのでご了承ください。

　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制

及び当該体制の運用状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、

計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第

15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mutual.co.jp）に掲載

しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。なお、本招集ご通知の提

供書面に記載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役が監査報告の作成に

際して監査を行った事業報告、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際し

て監査を行った連結計算書類及び計算書類の一部であります。
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　(提供書面)

事　 業　 報　 告

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経営環境は、国内経済と

としては、企業収益の改善を背景に雇用・所得環境、個人消費等において持

ち直しが見られ、景気は緩やかな回復基調で推移して参りました。しかしな

がら、海外経済におきましては米国の保護主義政策や北朝鮮問題などの地政

学リスクに加え、円高・資源高の懸念などリスク要因が多く、依然として先

行きは不透明な状況が続いております。一方、当社グループの主力事業領域

である医薬品業界は、国の財政難を背景とした医療費抑制の流れの中で、ユ

ーザー各社の設備投資を控える動きが鮮明となっており、その限られた市場

を巡って受注競争は更に激化し、当社グループを取り巻く環境は厳しさを増

しております。

このような状況下、当社グループでは昨年４月に大幅な組織改革を行い、

主力の商社型営業部隊である産業機械営業と工業用ダイヤモンド営業に加え

て、アフターサービス業務・エンジニアリング業務の営業部隊化や当社のオ

リジナル商品及び輸入機械の専門営業部隊、海外販売強化を目的に輸出専門

の営業部隊を創設するなど営業力・競争力強化を図るとともに、デモ機やテ

スト装置を充実させ大型展示会を通じ、生産性向上強化に向けた設備提案を

積極的に行う等、受注拡大にも注力して参りました。

売上高につきましては、活発な化粧品メーカーの設備投資に支えられ、国

内連結子会社が概ね順調に推移したものの、当社においては主要顧客である

医薬品業界が薬価制度の改定を背景に設備投資の見直しを行い、売上高が大

きく落ち込んだことに加え、大口の案件が翌期にずれ込んだ影響により、前

連結会計年度比3,868百万円減少いたしました。
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損益面におきましては、売上高総利益率は原価低減努力により前連結会計

年度比1.8ポイント改善しましたが、減収に伴い売上総利益が749百万円減少

したことに加え、人件費や減価償却費の増加により販売費及び一般管理費が

増加した結果、営業利益以下の各段階利益におきましても減益となりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は8,350百万円（前連結会計年度比

31.7％減）、売上総利益は2,103百万円（同26.3％減）、営業利益は369百万

円(同69.9%減)、経常利益は472百万円（同62.5％減）、親会社株主に帰属す

る当期純利益は224百万円(同71.9%減)と減収減益となりました。

　各事業別の概況は以下のとおりであります。

<産業用機械事業>

当社グループの主力事業である産業用機械事業は、売上高全体では7,773百

万円(前連結会計年度比33.4％減)でありました。この内、改造・調整・修理

が1,945百万円(同17.6％増)、部品が1,357百万円(同44.1％増)と好調に推移

いたしましたが、他の品目につきましては、充填機は1,728百万円(同20.3％

減)、包装機は1,577百万円（同29.9％減）、検査装置は683百万円(同30.5％

減)、一連ラインは316百万円(同88.6％減)、製剤機は164百万円(同81.9％減)

の売上となりました。

<工業用ダイヤモンド事業>

工業用ダイヤモンド事業は、事業売上高として503百万円(前連結会計年度

比6.1％増)となりました。主な内訳は人造ダイヤ323百万円(同10.5％増)、原

石91百万円(同16.3％減)、パウダー81百万円(同17.7％増)であります。

<その他>

その他は、主に坐薬用包装資材の販売で売上高73百万円(前連結会計年度比

5.3％増)であります。
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当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

セグメント
の 名 称

第　　73　　期
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

第　　74　　期
平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで

金　額　(千円) 構成比(％) 金　額　(千円) 構成比(％)

産 業 用 機 械 事 業 11,674,590 95.5 7,773,850 93.1

（ 内 、 海 外 売 上 高 ） (224,846) （1.8） (155,743) （1.9）

工業用ダイヤモンド事業 474,798 3.9 503,598 6.0

そ の 他 69,848 0.6 73,535 0.9

合 計 12,219,238 100.0 8,350,984 100.0

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

②　設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は58百万円であり、その主なものは関

東工場内に設置した充填試験装置に係る費用約24百万円であります。

③　資金調達の状況

当連結会計年度において、重要な増資、社債発行及び借入等の資金調達

は行っておりません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第71期

平成26年度
第72期

平成27年度
第73期

平成28年度

第74期
平成29年度

（当連結会計年度）

売 上 高(千円） 11,317,112 12,555,680 12,219,238 8,350,984

経 常 利 益(千円） 987,292 956,551 1,261,772 472,550

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円） 558,668 598,158 798,883 224,303

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 78円66銭 84円22銭 119円20銭 34円77銭

総 資 産(千円） 14,628,077 15,167,286 13,481,959 13,473,413

純 資 産(千円） 8,142,531 8,701,001 8,694,467 8,846,887

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,110円49銭 1,191円88銭 1,303円16銭 1,333円77銭

自 己 資 本 比 率 （ ％ ） 53.9 55.8 62.4 63.9

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

当社は親会社を有しておりません。

②　重要な子会社の状況

会　　社　　名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

日 伊 包 装 株 式 会 社 30百万円 100.0％ 包装資材の加工

株 式 会 社 ウ イ ス ト
（注）

10百万円
57.0％

（43.0％）
充填機を中心とした包装機械
の製造・販売

M u t u a l ( T h a i l a n d ) C o . , L t d . 172百万円 100.0％
医薬品・食品等製造設備の製
造・販売

三 晴 精 機 株 式 会 社
（注）

16百万円
79.8％

（20.2％）
医薬品・化粧品・食品等の包
装機械の製造・販売

 (注) 議決権比率の（　）内は、緊密な者または同意している者の議決権比率を外数で記載して

おります。
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(4) 対処すべき課題

  今後の見通しといたしましては、日本経済は、成長率は鈍化しつつも、緩

やかな回復が続く見通しと予想されておりますが、円高、原油価格上昇など

のリスク要因による不透明感も増しております。また、医薬品業界において

は、医療費抑制の流れの中で、設備投資計画の見直しの動きが加速している

ことに加えまして、受注競争は更に激化し、コスト面での影響が懸念される

等、依然として、極めて厳しい状況であります。

　当社グループはこのような状況下において、医薬品業界以外の市場も睨ん

だ国内外の設備投資に係る受注を目指し、グループ企業の総力を結集して更

なる収益機会の拡大を図る所存であります。子会社の株式会社ウイストは、

24期目の決算で創業以来の最高売上・利益を計上、また、三晴精機株式会社

も昨年に続き、好調な決算を持続しております。一方、当社も医薬品業界の

設備投資計画の見直しによる受注環境の変化を睨み、昨年４月に輸出機械グ

ループの立ち上げや商品別専門営業部隊を創設し積極的な営業活動を実施し

た結果、年間受注額も100億円を超え、第75期の業績はＶ字回復が望める状況

となっております。また、輸出拡大に向けても、本年４月に中国・重慶市に

おいて初めて全国製薬機械博覧会に出展するなど、今後の主要マーケット候

補としての手応えを得ております。

　対処すべき課題として認識しておりますのは、①受注の増強（昨年の組織

改革による専門営業部隊の創設及びアフターサービスなど従来のサポート要

員の営業戦力化を更に推進することで、市場開拓を含めて総合的に営業力を

強化すること)、②利益水準の向上（新たな事業分野の拡大による売上の拡大

とともに、新規商品の開発や商品ラインナップの拡充、メンテナンスの本格

事業化により競争力を強化し、グループブランド製品の製造能力向上等によ

りコストの低減を図ること）、及び③経営効率化（組織の効率化・事業運営

の効率化・人事制度の効率化・グループ運営の効率化など経営全般を見直し、

効率化を推進すること）であり、更なる業績の向上にグループ全社をあげて

邁進する所存であります。

　また、併せて、引き続き海外販社や海外機械メーカーとの業務提携やM＆A

など様々な可能性を追求し、グローバルな営業体制を整え、業容の更なる拡

大を実現していく方針であります。

  今後とも何卒倍旧のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

当社グループは、当社及び子会社４社で構成されており、各種省力化設備

商品の設計・製作、国内外販売及び輸出入を主たる業務とし、その取扱品目

は、医薬品、化粧品及び食品業界向け包装関連機器、工業用ダイヤモンド等

であります。

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年３月31日現在）

①　当社の主要な事業所

本　　　　社 大阪市北区

支店・営業所 東京都千代田区、静岡市、富山市、福岡県福津市

技術センター 大阪（大阪府泉大津市）、東京（埼玉県越谷市）

工　　　　場 関東（千葉県八街市）

②　主要な子会社の事業所

日 伊 包 装 株 式 会 社 本 社 兵庫県伊丹市

株 式 会 社 ウ イ ス ト 本 社 京都府相楽郡精華町

M u t u a l ( T h a i l a n d ) C o . , L t d . タイ

三 晴 精 機 株 式 会 社 本 社 千葉県八街市
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(7) 使用人の状況（平成30年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

159（34）名 △4（△7）名

（注）  使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員を含んでおります。）

は（　）内に外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

119（22）名 △3（△1）名 43.2歳 11.8年

（注）　使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員を含んでおります。）

は（　）内に外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 68百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 17,000,000株

②　発行済株式の総数 7,620,320株

③　株主数 8,924名

④　１単元の株式数 100株

⑤　大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Ｍ Ｔ Ｃ 社 員 持 株 会 452千株 7.0％

有 限 会 社 エ ム ・ テ ィ ・ シ ー 開 発 393 6.1

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 322 5.0

ミ ュ ー チ ュ ア ル 取 引 先 持 株 会 286 4.4

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 264 4.1

三 浦 　 隆 205 3.2

三 浦 雅 子 199 3.1

豊 　 田 　 容 梨 子 174 2.7

森 　 崎 　 真 規 子 173 2.7

三 浦 浩 一 151 2.3

（注）１．当社は、自己株式を1,168,393株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。

　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　　　３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に商号を変更し。株式会社三菱

　　　　　ＵＦＪ銀行となりました。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の氏名等（平成30年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 三 浦 　 隆

代 表 取 締 役 社 長 榎 本 　 洋

取 締 役
常 務 執 行 役 員

川 島 浩 二 西日本営業担当兼大阪営業部長

取 締 役 吉 野 尊 文 総務部長

取 締 役 日 比 野 　 俊 　 彦

監 　 査 　 役 （ 常 　 勤 ） 住 中 秀 和

監 査 役 北 川 和 郎

監 査 役 中 西 　 清

（注）１．取締役日比野俊彦氏は社外取締役であります。

　　　２．取締役日比野俊彦氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を

　　　　　有しております。

　　　３．監査役北川和郎氏及び監査役中西清氏は、社外監査役であります。

４．常勤監査役住中秀和氏は前取締役管理本部長として長年にわたる十分な経験を有して

おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５．監査役北川和郎氏は、弁護士として企業法務に精通しており、主に法令や定款の遵守

及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。

６．監査役中西清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しております。

７．当社は、取締役日比野俊彦氏及び監査役中西清氏を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し同取引所に届け出ております。
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②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　締　 役）

7名
（1）

103百万円
　     （3）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3
(2)

9
(3)

合 計 10 113

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成９年６月27日開催の第53回定時株主総会において年額

　　500百万円以内と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成９年６月27日開催の第53回定時株主総会において年額50

百万円以内と決議いただいております。

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該

    他の法人等との関係

該当事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該

　　他の法人等との関係

該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

(a) 取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（17回開催） 監査役会（12回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 日比野　俊　彦 15回 88％ ― ―

監 査 役 北 川 和 郎 17回 100％ 12回 100％

監 査 役 中 西 　 清 17回 100％ 12回 100％

(b) 取締役会及び監査役会における発言状況

　・取締役日比野俊彦氏は、企業経営者としての経験・知識に基づき

　　取締役会において主に会社経営の見地から議案の審議に必要な発

　　言を適宜行いました。

　・監査役北川和郎氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会に

　　おいては必要に応じ、議案審議に関して発言を行い、また監査役会

　　においても法令順守体制ほか法務全般に関し発言を行っております。
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　・監査役中西清氏は公認会計士として長年の監査知識、豊富な実務経

験に基づく幅広い見識を活かし、公正中立の立場から当社経営陣の

職務遂行状況の妥当性を監督、指導し、取締役会においては意思決

定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。また

監査役会においては、議案の審議等に適宜必要な発言を行っており

ます。

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。

当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としています。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

　区　　分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

23

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の報酬等を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業

年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

      2.監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び必要な監査日数や人

員数等の報酬見積りの算定根拠などの適切性について必要な検討を行ったうえで、監査

報酬等の決定について同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権 ( ※ ）

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

Ⅱ 固 定 資 産

１ 有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

２ 無 形 固 定 資 産

そ の 他

３ 投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

長 期 預 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

［9,915,653］

3,807,692

2,672,041

513,728

52,290

58,035

1,677,628

74,950

562,042

161,909

338,368

△ 3,033

［3,557,760］

（1,372,371）

544,706

149,595

666,563

11,505

(29,041)

29,041

(2,156,347)

1,619,070

1,175

4,715

20,877

1,500

509,267

△ 259

Ⅰ 流 動 負 債 ［4,214,695］

支払手形及び買掛金 1,729,487

電子記録債務(※） 814,580

短 期 借 入 金 68,310

１年以内返済予定の
長 期 借 入 金

3,075

未 払 法 人 税 等 96,932

前 受 金 1,133,343

賞 与 引 当 金 100,206

役 員 賞 与 引 当 金 5,000

そ の 他 263,759

Ⅱ 固 定 負 債 ［411,830］

退職給付に係る負債 24,957

役員退職慰労引当金 72,740

繰 延 税 金 負 債 282,132

そ の 他 31,999

負 債 合 計 4,626,525

純 資 産 の 部

Ⅰ　 株 主 資 本 ［7,965,262］

１資 本 金 669,700

２資 本 剰 余 金 725,702

３利 益 剰 余 金 7,339,396

４自 己 株 式 △ 769,536

Ⅱ　その他の包括
　利益累計額

［640,121］

１その他有価証券
評 価 差 額 金

645,394

２繰延ヘッジ損益 △ 4,453

３為 替 換 算 調 整 勘 定 △818

Ⅲ　非支配株主持分 ［241,503］

純 資 産 合 計 8,846,887

資 産 合 計 13,473,413 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,473,413

（注※）電子記録債権、電子記録債務とは、平成20年12月に施行された「電子記録債権法」に基

づくもので、約束手形のような紙媒体ではなく、電子記録により発生し譲渡されるなど、受取手
形、支払手形の代替として機能している債権及び債務です。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,350,984

売 上 原 価 6,247,969

売 上 総 利 益 2,103,014

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,733,458

営 業 利 益 369,556

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8,626

受 取 配 当 金 24,638

為 替 差 益 5,522

投 資 有 価 証 券 売 却 益 59,551

そ の 他 11,784 110,123

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,257

投 資 有 価 証 券 評 価 損 955

そ の 他 3,916 7,129

経 常 利 益 472,550

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7,708 7,708

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 480,259

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 182,179

法 人 税 等 調 整 額 △ 3,804 178,375

当 期 純 利 益 301,884

非支配株主に帰属する当期純利益 77,581

親会社株主に帰属する当期純利益 224,303
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貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電子記録債権（※）

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

原 材 料

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

Ⅱ 固 定 資 産

１ 有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

２ 無形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

３ 投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 預 金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

［8,329,544]

3,287,415

460,398

503,474

1,871,804

58,035

1,094,209

42,301

562,464

139,600

310,123

△ 283

［3,222,148]

（943,766)

394,261

3,722

135,295

0

7,512

402,570

403

（22,396)

20,100

2,295

（2,255,985)

1,308,713

463,386

47,297

1,175

1,500

20,877

460,509

△ 47,474

Ⅰ 流 動 負 債 [3,302,587]

支 払 手 形 423,554

電子記録債務（※） 814,580

買 掛 金 890,841

未 払 法 人 税 等 32,919

前 受 金 879,574

賞 与 引 当 金 80,000

そ の 他 181,116

Ⅱ 固 定 負 債 [287,461]

繰 延 税 金 負 債 262,091

そ の 他 25,370

負 債 合 計 3,590,048

純 資 産 の 部

Ⅰ 株 主 資 本 [7,365,834]

１ 資 本 金 (669,700)

２ 資 本 剰 余 金 (695,975)

(1) 資 本 準 備 金 695,975

３ 利 益 剰 余 金 (6,769,695)

(1) 利 益 準 備 金 39,500

(2) その他利益剰余金 6,730,195

別 途 積 立 金 5,020,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,710,195

４ 自 己 株 式 (△ 769,536)

Ⅱ 評価・換算差額等 ［595,809]

１ その他有価証券
評 価 差 額 金

(600,263)

２ 繰延ヘッジ損益 (△ 4,453)

純 資 産 合 計 7,961,644

資 産 合 計 11,551,693 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,551,693

（注※）電子記録債権、電子記録債務とは、平成20年12月に施行された「電子記録債権法」に基
づくもので、約束手形のような紙媒体ではなく、電子記録により発生し譲渡されるなど、受取手
形、支払手形の代替として機能している債権及び債務です。
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損　益　計　算　書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,008,528

売 上 原 価 5,516,048

売 上 総 利 益 1,492,479

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,376,927

営 業 利 益 115,551

営 業 外 収 益

受 取 利 息 526

受 取 配 当 金 31,172

経 営 指 導 料 5,000

投 資 有 価 証 券 売 却 益 59,551

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 6,123

為 替 差 益 5,478

そ の 他 6,168 114,019

営 業 外 費 用

支 払 利 息 14

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 47,297

そ の 他 3,899 51,212

経 常 利 益 178,359

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7,708 7,708

税 引 前 当 期 純 利 益 186,068

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 82,368

法 人 税 等 調 整 額 △ 5,508 76,859

当 期 純 利 益 109,208
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連結計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年５月18日

株式会社ミューチュアル

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 千 﨑 育 利 

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 松 嶋 康 介 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ミューチュ

アルの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計

算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は我が国

において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうか

について合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査

を実施することを求めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ミューチュアル及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年５月18日

株式会社ミューチュアル

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 千 﨑 育 利 

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 松 嶋 康 介 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ミュ

ーチュアルの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第74期事業年度

の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第74期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告致します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実
  施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か
  らその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
  た。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
  針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室、その他の使用人等と意
  思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
  下の方法で監査を実施しました。
  ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
　　務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
　　決裁書類等を閲覧し本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
　　況を調査いたしました。
　　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
　　び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
　　た。
　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
　　することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成
　　る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
　　行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
　　会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
　　ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
　　について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
　　いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

平成30年５月18日

株式会社ミューチュアル　監査役会

常勤監査役 住 中 秀 和 ㊞

社外監査役 北 川 和 郎 ㊞

社外監査役 中 西 　 清 ㊞

以　上
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株主総会参考書類
  議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ

将来の事業展開に備えた財務基盤の強化を考慮するとともに、収益状況に応

じた安定的な配当の維持に努めることを基本としております。

　第74期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展

開等を勘案いたしまして、普通配当25円とさせていただきたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　（１）配当財産の種類

　　　　　金銭といたします。

　（２）配当財産の割当に関する事項及びその総額

　　　　　当社普通株式１株につき金25円といたしたいと存じます。

　　　　　なお、この場合の配当総額は161,298,175円となります。

　（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　平成30年６月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役５名選任の件

　　本総会終結の時をもって取締役全員(５名)が任期満了となりますので、取締

  役５名の選任をお願いするものであります。

　　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
み う ら
三　浦　　　

 たかし
隆

（昭和５年７月29日）

昭和31年10月　当社入社
昭和34年４月　当社常務取締役

昭和48年５月　当社代表取締役社長

平成16年４月　当社代表取締役会長

平成23年６月　当社会長

平成27年６月　当社代表取締役会長

　　　　　　　（現在に至る）

205,286株

（取締役候補者とした理由）

当社グループ会社の経営者として長年に亘りグループ全体の経営の指揮を執り、常に企業価値

の向上に貢献しております。その実績、能力に加えて医薬品業界における産業機械分野での長

い経験と企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから、引き続

き取締役候補者といたしました。

２
えのもと
榎　本　　　

ひろし
洋

（昭和33年５月30日）

平成７年４月　当社入社

平成10年４月　当社経理部長

平成12年７月　当社執行役員経理部長

平成19年６月　当社取締役総合経営企画

室長

平成20年４月　当社取締役総合経営企画

室長兼海外部長

平成22年４月　当社取締役海外部長

平成23年６月　当社代表取締役社長

　　　　　　　（現在に至る）

102,852株

（取締役候補者とした理由）

平成23年に当社代表取締役社長に就任以来、営業面・管理面などにその手腕を発揮するととも

に海外メーカーとの関係強化に努めるなど企業価値の向上に貢献しております。その実績、能

力、企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取

締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

３
かわしま
川　島 　

こうじ
浩　二

（昭和28年２月27日）

昭和52年３月　当社入社

平成15年４月　当社産業機械営業部長

平成19年３月　当社執行役員産業機械

　　　　　　　営業部長

平成22年６月　当社取締役産業機械

　　　　　　　営業部長

平成22年７月　当社取締役東京支店長

平成27年６月　当社取締役常務執行役員

　　　　　　　東日本営業担当兼東京支

　　　　　　　店長

平成29年４月　当社取締役常務執行役員

　　　　　　　西日本営業担当兼大阪営

　　　　　　　業部長

　　　　　　　（現在に至る）

76,888株

（取締役候補者とした理由）

当社入社以降、営業畑一筋に業務経験を重ね、平成22年に当社取締役就任後は、東京支店長・

大阪営業部長の要職を歴任、当社グループ会社の業績向上に大きく貢献しております。舵取り

の難しい局面を乗り切るためにも欠くべからざる人材として引き続き取締役候補者といたしま

した。

４
よ し の
吉　野 　

たかふみ
尊　文

（昭和32年11月６日）

平成20年11月　当社入社　経理部長

平成22年７月　当社執行役員経理部長

平成27年６月　当社取締役管理本部長兼

　　　　　　　総務部長

平成29年４月　当社取締役総務部長

　　　　　　　（現在に至る）

6,100株

（取締役候補者とした理由）

当社経理部長、総務部長を歴任、当社グループ全体の管理部門の中心として職務を遂行してお

ります。また、組織改正や人事制度の改定など、当社の将来を見据えた改革を推進しており、

引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

５
ひ び の
日比野 　

としひこ
俊　彦

（昭和17年12月19日）

昭和59年10月　住友製薬株式会社（現

　　　　　　　大日本住友製薬株式会

　　　　　　　社）入社

平成14年６月　同社　常務取締役

平成16年６月　日本ケミカルリサーチ株

　　　　　　　式会社　代表取締役副社

　　　　　　　長

平成17年６月　同社　代表取締役社長

平成19年６月　大洋薬品工業株式会社

　　　　　　　（現　テバ製薬株式会

　　　　　　　社）専務取締役

平成21年11月　富士フィルムファーマ

　　　　　　　株式会社　取締役副社長

平成23年６月　同社　取締役退任

平成25年６月　当社取締役

　　　　　　　（現在に至る）

1,600株

（社外取締役候補者とした理由）

当社グループのユーザーやその他の業界での長年の経営実績から、有効な経営指針の提供をい

ただくとともにコーポレート・ガバナンス強化の観点で経営陣への的確なご指導をいただいて

おります。その実績、能力、企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識とも優れてい

ることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

　　　２．日比野俊彦氏は、社外取締役候補者であります。

　　　３．日比野俊彦氏の当社の社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって５年

　　　　　であります。

　　　４．当社と日比野俊彦氏とは会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

　　　　　損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は

　　　　　責任限定契約を継続する予定であります。

　　　　　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

　　　５．当社は、日比野俊彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

　　　　　同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定

　　　　　であります。

－ 28 －



第３号議案　監査役１名選任の件

　　本総会終結の時をもって監査役北川和郎氏が任期満了となりますので、監査

　役１名の選任をお願いするものであります。

　　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ており

　ます。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

き た が わ
北　　川 　

か ず ろ う
和　　郎

（昭和31年６月15日）

平成３年３月　司法研修所終了

平成３年４月　神戸地方裁判所任官

平成５年４月　札幌地方家庭裁判所勤務

平成８年４月　大阪地方裁判所勤務

平成14年４月　京都地方家庭裁判所勤務

平成16年３月　裁判官依願退官
平成16年６月　大阪弁護士会に弁護士登

　　　　　　　録

平成18年６月　当社監査役

　　　　　　　（現在に至る）

300株

（社外監査役候補者とした理由）

平成18年より、当社監査役として公正中立な立場から当社経営陣の職務遂行状況の妥当性を監

督いただいており、また、弁護士としての高度な専門知識を活かして的確なアドバイスをタイ

ムリーに提供いただくなど十分な実績を残されております。その実績、能力、専門家としての

知見等は極めて優れていることから、引き続き社外監査役候補者といたしました。

　注）１．監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．北川和郎氏は、社外監査役候補者であります。

　　　３．北川和郎氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で、会社経営に

　　　　　関与したことはありませんが、上記、社外監査役候補者とした理由により、引き続き

　　　　　社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。

　　　４．北川和郎氏の当社の社外監査役としての就任期間は、本総会終結の時をもって１２年

　　　　　であります。

　　　５．当社と北川和郎氏とは会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

　　　　　害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は責

　　　　　任限定契約を継続する予定であります。

　　　　　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：大阪市北区西天満１丁目２番５号

大阪ＪＡビル２階　会議室

TEL 06(6315)8613

交通　地下鉄谷町線　南森町駅　　２号出口より　　徒歩約８分

地下鉄堺筋線　北浜駅　　　26番出口より　　徒歩約５分

京阪本線　北浜駅　　　　　26番出口より　　徒歩約５分

京阪中之島線　なにわ橋駅　３番出口より　　徒歩約３分

　　*株主様へのお土産はご用意しておりませんので予めご了承ください。


